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「令和元年度 男女共同参画社会に向けての県民意識調査」の結果概要 

 

 

 

 

 

 

社会生活の多くの場面で男性が優遇 

 社会生活における男女平等については、「社会通念、慣習・しきたり」では 72.7％、「社会全体」で

は 69.9％が「男性が優遇されている」と感じています。 

●社会生活における男女平等 （ｎ＝1,028） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に賛成 40.3％、反対 45.0％ 

 家庭内での役割分担については、ほとんどの項目について「主として妻」が最も多くなっています。 

●「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について （ｎ＝1,028） 
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〇調査対象者 長崎県内に居住する満 20 歳以上の県民 3,000人 

〇調 査 時 期 令和２年１月～２月 

〇調 査 方 法 郵送による発送・回収 

〇回 収 状 況 1,028人（34.3%） 男性 408名、女性 593名、左記以外 27名 

(8)社会全体

(1)家庭生活

(2)職場

(3)学校教育

(4)地域活動

(5)政治や行政の政策
    ・方針決定の場

(6)法律や制度上

(7)社会通念、慣習
    ・しきたり
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無回答

どちらかと言えば

女性の方が優遇
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「家庭生活又は地域活動と仕事を両立」が望まれている 

 ワーク・ライフ・バランスの望ましい形については、男女ともに「家庭生活又は地域活動と仕事を

両立」が最も多く、女性の方が男性を上回っています。 

●ワーク・ライフ・バランスの望ましい形と現在の状況 

 

 

ワーク・ライフ・バランス実現のために必要なのは多様な環境整備 

男女がともにワーク・ライフ・バランスを実現するためには、「労働時間の短縮、フレックスタイム

制（自由勤務時間制）、在宅勤務制等を導入する」が 34.1%と最も多く、次いで「女性が働くことに対

する、家族や職場など周囲の理解・協力を深める」が 31.0%、「男性が家事や育児、介護へ参加する」

が 30.4%となっています。 

●男女がともにワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

家庭生活又は地域活動より
仕事に専念

家庭生活又は地域活動より
仕事を優先

家庭生活又は地域活動と
仕事を両立

仕事より家庭生活又は
地域活動を優先

仕事より家庭生活又は
地域活動に専念
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女性参画のためには「男性優位の組織運営を改める」ことが必要 

企画・方針を検討するような場へ女性が参画するために必要なことについては、「男性優位の組織

運営を改める」が 41.6%と最も多く、次いで「家庭、職場、地域における性別による役割分担や性差

別の意識を改める」が 37.3%となっています。 

●企画・方針を検討するような場へ女性が参画するために必要なこと（複数回答） 

 

 

行政に望まれる施策は「休業・休暇・短時間勤務など制度の充実」 

企画・方針を検討するような場へ女性が参画するために必要なことについては、「男性優位の組織

運営を改める」が 41.6%と最も多く、次いで「家庭、職場、地域における性別による役割分担や性差

別の意識を改める」が 37.3%となっています。 

●企画・方針を検討するような場へ女性が参画するために必要なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

男
性
優
位
の
組
織
運
営
を
改
め
る

家
庭
、
職
場
、
地
域
に
お
け
る
性

別
に
よ
る
役
割
分
担
や
性
差
別
の

意
識
を
改
め
る

家
族
の
支
援
・
協
力
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
す
る

女
性
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
機
会

を
増
や
す

女
性
の
参
画
を
積
極
的
に
進
め
よ

う
と
考
え
る
人
を
増
や
す

女
性
の
意
識
を
高
め
る

女
性
の
活
動
を
支
援
す
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
つ
く
る

そ
の
他

特
に
必
要
な
こ
と
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

41.6

37.3 

33.2 
28.9 27.5

25.7 
22.4

2.0 2.4

8.0

3.2 

41.9 
40.4

34.6 
29.9 31.1

27.7

19.6 

2.2 3.4 5.6
2.5 

41.7 

35.2

31.4 
28.5

25.3 24.1 24.6 

1.9 1.7 

9.8

3.2 

単位：％

全体(n=1,028)

男性(n=  408)

女性(n=  593)

0

10

20

30

40

子
育
て
や
介
護
中
で
も
仕
事
が
続
け
ら
れ
る

よ
う
、
休
業
・
休
暇
・
短
時
間
勤
務
な
ど
の

制
度
を
充
実
す
る

長
時
間
労
働
の
見
直
し
や
在
宅
勤
務
の
普
及

な
ど
男
女
と
も
に
働
き
方
を
見
直
す

育
児
や
介
護
の
た
め
の
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
を

充
実
す
る

国
・
地
方
公
共
団
体
の
審
議
会
委
員
や
議
員
な

ど
、
政
策
決
定
の
場
に
女
性
を
積
極
的
に
登
用

す
る

子
育
て
や
介
護
で
い
っ
た
ん
仕
事
を
や
め
た
人

の
再
就
職
を
支
援
す
る
た
め
、
就
職
情
報
の
提

供
、
職
業
訓
練
、
研
修
な
ど
を
充
実
す
る

法
律
や
制
度
の
面
で
見
直
し
を
行
う

男
女
の
平
等
と
相
互
の
理
解
や
協
力
に

つ
い
て
の
意
識
啓
発
や
広
報
・
Ｐ
Ｒ
を
行
う

男
性
に
対
し
、
育
児
・
介
護
・
地
域
生
活
へ

参
画
す
る
よ
う
、
教
育
・
啓
発
を
行
う

女
性
に
対
し
、
積
極
的
な
社
会
参
画
や
就
労
継

続
の
た
め
の
教
育
・
啓
発
を
行
う

民
間
企
業
・
団
体
等
の
管
理
職
に
女
性
の

登
用
が
進
む
よ
う
支
援
す
る

女
性
が
少
な
い
分
野
（
研
究
者
等
）
に
お
け
る

女
性
の
進
出
を
支
援
す
る

女
性
に
対
す
る
暴
力
（
セ
ク
ハ
ラ
、
Ｄ
Ｖ
な

ど
）
の
根
絶
と
被
害
者
に
対
す
る
支
援
を
充
実

す
る

女
性
や
男
性
の
生
き
方
や
悩
み
に
関
す
る

相
談
の
場
を
提
供
す
る

そ
の
他

特
に
必
要
な
こ
と
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

35.9 
34.1

22.9
21.0 20.6 

19.7 19.7

17.3 

12.5 12.0 10.7

7.8 
6.5

0.7 0.8 

6.7 

3.8

33.1 33.3 

22.8

26.7 

18.6 

24.3
22.3 

16.2 

14.0 13.2

10.3

6.4 5.9

1.5 1.0 

4.9 
2.9

38.3 

35.2 

23.1

16.9 

22.3 

16.9 17.9 
18.0 

10.8 11.1 11.3
8.8 

6.7

0.2 0.7 

8.3 

3.7

単位：％

全体(n=1,028)

男性(n=  408)

女性(n=  593)


